
   

１月６日（月）は  
町・県民税４期分、国民健康保険税  
６期分の納期限です。  

新
年
を
祝
う
会
参
加

者

募

集

に

つ

い

て 
 

 
 

《
企
画
観
光
課
》 

令
和
二
年
の
『
新
年
を
祝
う
会
』
を
次

の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま
す
。 

皆
さ
ん
の
多
数
の
ご
参
加
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
近
所
の
方
や
ご

友
人
と
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
日
時 

 
 
 
 

令
和
二
年
一
月
六
日
（
月
） 

午
後
二
時
～ 

●
開
催
場
所 

 
 
 
 

鶴
田
町
国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル 

●
参
加
料 

二
千
円 

●
申
込
締
切
日 

 

十
二
月
十
日
（
火
） 

●
申
込
先 

会
費
を
添
え
て
企
画
観
光
課
ま
ち
づ 

く
り
班
（
内
線
２
６
１
）
ま
で
お
申
し 

込
み
く
だ
さ
い
。 
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祝
還
暦
「
実
年
式
」

を
開
催
し
ま
す 

 

《
教
育
委
員
会
》 
 

町
で
は
、
人
生
の
大
き
な
節
目
で
あ
る
六

十
歳
を
迎
え
る
方
々
を
対
象
に
、
実
年
式
を

開
催
し
ま
す
。 

 

皆
さ
ま
の
ご
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま

す
。 

●
開
催
日
時 

 

令
和
二
年
二
月
九
日
（
日
） 

 

午
後
二
時
三
十
分
～ 

●
場
所 

 

鶴
田
町
国
際
交
流
会
館
ホ
ー
ル 

●
対
象
者 

 

昭
和
三
十
四
年
四
月
二
日
か
ら
同
三
十
五

年
四
月
一
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方 

①
鶴
田
町
に
居
住
ま
た
は
勤
務
さ
れ
て
い
る
方 

②
鶴
田
町
出
身
の
方 

●
内
容 

 
式
典
、
祝
賀
会
（
会
費
制
） 

●
申
込
締
切
日 

 
令
和
二
年
一
月
十
七
日
（
金
） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

（
内
線
２
１
５
） 
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町
民
バ
ド
ミ
ン

ト
ン
大
会
参
加

者
を
募
集
し
ま
す 

 
《
教
育
委
員
会
》 

 

町
民
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会
を
左

記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
用
具
も

貸
し
出
し
ま
す
の
で
、
初
心
者
の
方

も
大
歓
迎
で
す
。 

 

昼
食
を
ご
持
参
の
上
、
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
日
時 

 

令
和
二
年
一
月
十
九
日
（
日
） 

 

開
会
式 

午
前
九
時
～ 

●
場
所 

鶴
田
町
体
育
セ
ン
タ
ー 

●
参
加
料 

無
料 

●
申
込
締
切
日 

 

令
和
二
年
一
月
十
日
（
金
） 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

教
育
委
員
会 

社
会
教
育
班 

（
内
線
２
１
５
） 

         

就
学
援
助
費
支

給
制
度
を
ご
存

じ
で
す
か 

 

《
教
育
委
員
会
》 

鶴
田
町
に
住
所
を
有
す
る
か
、
ま

た
は
鶴
田
町
立
の
小
・
中
学
校
に
在

籍
す
る
お
子
さ
ん
の
い
る
ご
家
庭

で
、
経
済
的
な
理
由
（
生
活
保
護
受

給
世
帯
相
等
の
困
窮
）
に
よ
り
教
育

費
の
負
担
が
困
難
な
ご
家
庭
の
た

め
に
、
学
用
品
費
な
ど
の
一
部
を
援

助
す
る
「
就
学
援
助
費
支
給
制
度
」

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
学
校

か
ら
配
布
さ
れ
る
チ
ラ
シ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

●
援
助
項
目 

学
用
品
費
・
給
食
費
・
修
学
旅
行

費
な
ど 

●
申
込
方
法 

現
在
の
在
籍
校
（
新
小
学
一
年
生

は
入
学
予
定
校
）
へ
、
十
二
月
六

日(

金)

ま
で
に
お
申
し
出
く
だ

さ
い
。 

な
お
、
所
得
額
な
ど
に
よ
り
、
該

当
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

教
育
委
員
会 

学
務
総
務
班 

（
内
線
２
１
４
） 

指
名
競
争
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書

(

指
名
参
加
願
い)

の

受
付
に
つ
い
て 

 

《
総
務
課
》 

令
和
二
・
三
年
度
指
名
競
争
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
指
名
参
加

願
い
）
の
受
付
を
左
記
の
と
お
り
行

い
ま
す
。 

●
受
付
期
間 

 

令
和
二
年
一
月
六
日
（
月
） 

～
二
月
二
十
八
日
（
金
） 

（
土
、
日
曜
日
お
よ
び
祝
祭
日
を
除
く
） 

●
様
式 

〈
建
設
工
事
・
建
設
関
連
業
務
〉 

 
中
央
公
共
工
事
契
約
制
度
運
用

連
絡
協
議
会
（
中
央
公
契
連
）
統

一
様
式 

※
建
設
工
事
に
つ
い
て
は
、
社
会
保

険
な
ど
（
健
康
保
険
、
厚
生
年
金

保
険
お
よ
び
雇
用
保
険
）
に
加
入

し
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
り

ま
す
。（
適
用
除
外
を
除
く
） 

〈
物
品
〉 

 

町
独
自
様
式 

※
添
付
書
類
に
つ
い
て
は
、
総
務
課

人
事
行
政
班
で
交
付
し
て
い
る

要
綱
ま
た
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
内
の
「
入
札
関
係
」
を
ご
参
照

く
だ
さ
い
。 

(http://www.town.tsuruta.

lg.jp/syoukai/syoukai
-gyo

usei/
sanka.html

) 

●
有
効
期
間 

 

令
和
二
年
五
月
一
日 

～
令
和
四
年
四
月
三
十
日 

●
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先 

 

総
務
課 

人
事
行
政
班 

（
内
線
２
７
７) 

 

東
北
地
区
国
立

大
学
法
人
等
職

員
業
務
研
究
会

に
つ
い
て 

 

《
東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等
職

員
採
用
試
験
実
施
委
員
会
採
用 

試
験
事
務
室
》 

東
北
地
区
内
の
国
立
大
学
法
人

等
で
働
き
た
い
方
向
け
の
研
究
会

で
す
。
先
輩
職
員
の
話
を
聞
く
こ
と

が
で
き
る
貴
重
な
機
会
で
す
の
で
、

国
立
大
学
法
人
等
に
対
す
る
理
解

を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
も
奮

っ
て
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

●
日
時 

令
和
元
年
十
二
月
十
四
日
（
土
） 

 

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時 

 

（
開
場
午
前
十
時
二
十
分
） 

●
場
所 

 

東
北
大
学
川
内
北
キ
ャ
ン
パ
ス 

講
義
棟
Ｃ 

 

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
川
内
四
一 

 

●
プ
ロ
グ
ラ
ム 

 

・
国
立
大
学
法
人
等
職
員
の
業
務

内
容
に
つ
い
て
の
概
要
説
明 

 

一
回
目 

午
前
十
時
三
十
分 

～
十
一
時 

二
回
目 

午
後
一
時
十
五
分 

～
一
時
四
十
五
分 

※
要
予
約
（
各
回
定
員
３
２
０
名
） 

 

・
先
輩
職
員
に
よ
る
座
談
会 

 
 

午
前
十
一
時
四
十
分 

 
 

 
 

 
 

～
十
二
時
四
十
分 

※
要
予
約
（
定
員
３
２
０
名
） 

・
先
輩
職
員
に
よ
る
個
別
相
談 

 

午
後
一
時
四
十
分
～
三
時 

・
各
国
立
大
学
法
人
等
に
よ
る
個

別
説
明 

午
前
十
時
三
十
分
～
午
後
三
時 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

 

東
北
地
区
国
立
大
学
法
人
等
職

員
採
用
試
験
実
施
委
員
会
採
用

試
験
事
務
室 

☎
０
２
２
―
２
１
７
―
５
６
７
６ 

(http://www.bureau.tohoku.

ac.jp/shiken/
) 



シ
ニ
ア
向
け
合
同

企
業
説
明
会
を

開

催

し

ま

す 
 

《
ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

あ
お
も
り
》 

ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

あ
お
も
り
で
は
、
四
十
五
歳
以
上
を

対
象
に
、
シ
ニ
ア
向
け
合
同
企
業
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
シ
ニ
ア
の
雇

用
に
積
極
的
な
企
業
の
担
当
者
が

会
社
概
要
、
仕
事
内
容
の
説
明
を
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

●
会
場
・
日
時 

【
青
森
会
場
】
ラ
・
プ
ラ
ス
青
い
森 

令
和
元
年
十
二
月
十
七
日
（
火
） 

【
八
戸
会
場
】
ユ
ー
ト
リ
ー 

令
和
二
年
一
月
二
十
一
日
（
火
） 

い
ず
れ
も
午
後
一
時
～
四
時 

●
参
加
対
象
者 

四
十
五
歳
以
上
の
就
職
活
動
中
の
方 

※
参
加
費
無
料
、
申
し
込
み
不
要
、

入
退
場
自
由 

●
参
加
企
業 

 

各
会
場
十
五
社
程
度 

●
そ
の
他 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
・
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の

ブ
ー
ス
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
相

談
が
で
き
ま
す
。 

「
採
用
に
つ
な
が
る
応
募
書
類

の
ポ
イ
ン
ト
」
の
ミ
ニ
セ
ミ
ナ
ー

も
開
催
し
ま
す
。 

当
説
明
会
は
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
の
求
職
活
動
と
し
て
認
め

ら
れ
ま
す
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

ネ
ク
ス
ト
キ
ャ
リ
ア
セ
ン
タ
ー

あ
お
も
り 

☎
０
１
７
―
７
２
３
―
６
３
５
０ 

 家
庭
裁
判
所
と

家
庭
裁
判
所
調

査
官
に
つ
い
て 

 

《
青
森
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務
局
》 

家
庭
裁
判
所
は
、
少
年
非
行
や
家 

庭
に
関
す
る
紛
争
を
扱
い
ま
す
。
非

行
少
年
の
立
ち
直
り
や
、
家
庭
の
問

題
解
決
の
た
め
に
は
、
少
年
や
家
族

そ
れ
ぞ
れ
の
心
理
や
人
間
関
係
、
環

境
な
ど
を
十
分
に
考
慮
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
、
行
動
科
学
の
専
門
的
な 

知
識
や
技
法
を
持
っ
た
家
庭
裁
判 

所
調
査
官
（
家
裁
調
査
官
）
が
重
要 

な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。 

●
家
裁
調
査
官
に
な
る
に
は 

 

裁
判
所
職
員
採
用
総
合
職
試
験

(

家
庭
裁
判
所
調
査
官
補)

に
合

格
し
、
家
裁
調
査
官
補
と
し
て
約

二
年
間
の
充
実
し
た
研
修
を
受

け
、
修
了
後
に
、
家
裁
調
査
官
に

任
命
さ
れ
ま
す
。 

※
家
庭
裁
判
所
調
査
官
に
興
味
が

あ
る
方
は
ぜ
ひ
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

青
森
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務
局 

 

総
務
課
庶
務
係 

☎
０
１
７
―
７
２
２
―
５
４
２
１ 

（

http://www.courts.go.jp/

saiyo/index2.html

） 

 

令
和
元
年
度
鶴

田
高
等
学
校
授
業

公
開
に
つ
い
て 

 

《
青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校
》 

 
本
校
で
は
、
生
徒
の
保
護
者
を
は

じ
め
、
関
係
す
る
多
く
の
方
々
に
広

く
日
頃
の
学
習
状
況
を
ご
覧
い
た

だ
き
た
く
、
授
業
を
公
開
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

つ
き
ま
し
て
は
、
授
業
公
開
①
～

⑥
の
時
間
内
で
あ
れ
ば
、
い
ず
れ
の

時
間
帯
で
も
自
由
に
参
観
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。 

●
開
催
日
時 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日
（
金
） 

 

▽
受
付
（
随
時
） 

 

▽
授
業
公
開
①
（
一
校
時
） 

 
 

午
前
八
時
五
十
五
分 

～
九
時
四
十
五
分 

 

▽
授
業
公
開
②
（
二
校
時
） 

 
 

午
前
九
時
五
十
五
分 

～
十
時
四
十
五
分 

 

▽
授
業
公
開
③
（
三
校
時
） 

 
 

午
前
十
時
五
十
五
分 

～
十
一
時
四
十
五
分 

▽
授
業
公
開
④
（
四
校
時
） 

 
 

午
前
十
一
時
五
十
五
分 

～
十
二
時
四
十
五
分 

▽
今
年
度
⑤
⑥
校
時
は
、
各
学
年
ご

と
に
「
総
合
的
な
探
究
・
学
習
の

時
間
」
等
成
果
発
表
会
を
行
い
ま

す
。 

●
場
所 

 

鶴
田
高
等
学
校
（
①
～
④
各
教
室
、 

⑤
⑥
第
一
体
育
館
） 

●
対
象 

 

在
校
生
の
保
護
者
、
近
隣
の
中
学

校
教
員
、
地
域
住
民 

●
そ
の
他 

 

来
校
の
際
は
、
職
員
玄
関
受
付
か

ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
先 

 

青
森
県
立
鶴
田
高
等
学
校 

教
務
部 

 

☎
０
１
７
３
―
２
２
―
３
２
５
１ 

    

働
き
方
改
革
説
明

会
を
開
催
し
ま
す 

 

《
五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
》 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
で

は
、
事
業
者
を
対
象
に
、
時
間
外
労

働
の
上
限
規
制
や
年
五
日
の
年
次

有
給
休
暇
の
取
得
、
タ
イ
ム
カ
ー
ド

等
に
よ
る
労
働
時
間
把
握
の
義
務

づ
け
な
ど
、
今
年
四
月
に
施
行
さ
れ

た
働
き
方
改
革
関
連
法
に
関
す
る

知
識
を
十
分
に
持
っ
て
労
務
管
理

を
行
っ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
目
的

と
し
た
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。 

●
日
時 

 

令
和
元
年
十
二
月
十
二
日
（
木
） 

午
後
二
時
～
三
時
三
十
分 

●
場
所 

五
所
川
原
合
同
庁
舎
一
階
共
用
会
議
室 

※
参
加
ご
希
望
の
方
は
、
必
ず
左
記

ま
で
事
前
に
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。 

●
問
い
合
わ
せ
・
申
込
先 

五
所
川
原
労
働
基
準
監
督
署
監
督
係 

☎
０
１
７
３
―
３
５
―
２
３
０
９ 

令
和
元
年
十
一
月
十
五
日
発
行
の
広
報

つ
る
た
第
７
０
９
号
十
四
ペ
ー
ジ
中
、「
令

和
元
年
度
鶴
田
町
成
人
式
を
開
催
し
ま
す
」

に
お
い
て
、
左
記
の
と
お
り
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
心
よ
り
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。 

●
日
時 

誤 

令
和
元
年
一
月
三
日
（
金
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「傾聴サロン」 で 

ほっこり、すっきりしませんか 

誰かに話を聴いてもらいたいとき、また誰かと話をして

すっきりしたいときなどありませんか？ 

鶴田町傾聴ボランティア養成講座修了生による「つるり

んの会」が、あなたのお話をじっくりと聴きます。 

お話した内容の秘密は厳守します。安心してお越しくだ

さい。 

★日時：１２月２日（月）、１６日（月） 

  午後１時～３時  

★場所：鶴遊館 栄養指導室 

              

 

健康保険課 健康長寿班 

                           連絡先 (内線 131～136) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の保健だより 

☆町食生活改善推進員（みつば会）による 調理実習のお知らせ♪ 

      『 お正月（郷土）料理 』 

       ○日 時：12月 15日(日) 9時 30分～ 

      ○場 所：鶴遊館 調理室 

      ○参加費：200円 

      ○持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル 

      ○締 切：12月 9日(月） 

 

からだ すっきり! さっぱり! 

健康運動教室のお知らせ 
 

★開催日：１２月５日(木)、９日(月)、 

１２日(木)、２６日(木) 

★場 所：鶴遊館 

★時 間：午前１０時～１１時 

 

＊申し込み不要です。 

＊運動できる服装でおいでください。 

お茶、水、タオルなどをお持ちください。 

☆風しん抗体検査・予防接種の全額助成について 

妊娠中の女性が風しんに感染すると、生まれてくる赤ちゃんが眼や耳、心臓などに障害が出るおそれがあ

ります。鶴田町では風しんから妊婦さんとおなかの中の赤ちゃんを守るため、風しん抗体検査と予防接種の

助成をおこなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○予防接種の流れ（助成事業①、②共通） 

 ・抗体検査の結果 抗体価が十分な場合→予防接種は不要です。 

          抗体価が低い場合 →予防接種の対象者となります。 

※詳しくは、役場 健康保険課 健康長寿班⑥ までお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

〈メニュー〉 

・デコレーション寿司 

・ホーイエピン（荷葉餅） 

・白菜とりんごのサラダ 

・白玉汁 

小麦粉で作った中国式

クレープです。 

お肉や野菜を包んで食

べます。 

令和元年 

〈助成事業①〉 

○助成対象者 

・おおむね 20歳から 45歳の 

妊娠を予定、または希望している女性とその夫 

・現在妊娠している女性の夫 

※夫は正式な婚姻関係にある方が対象です。 

○抗体検査の流れ 

１．役場⑥窓口またはお電話でお申し込みください。 

２．医療機関で抗体検査を受けてください。 

３．抗体検査の結果を確認します。検査結果、領収書、

振込先通帳、印鑑をお持ちの上役場⑥窓口で費

用助成の手続きをしてください。 

 

〈助成事業②〉 

○助成対象者 

 昭和 47 年 4 月 2 日から 

昭和 54 年 4 月 1 日生まれの男性 

○抗体検査の流れ 

 ・対象の方に送付した抗体検査受診票を持参の上、 

町内の医療機関で抗体検査を受けてください。 

検査結果は役場から送付します。 

 ※町外の医療機関等で抗体検査をしたい場合には、 

役場までご連絡ください。 

ご連絡をいただいた後、町外で使用できるクーポンを

送付します。 

 


